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 はじめに

地域社会が成熟する中で、市民自らによる地区の課題解決や魅力づくりに向け

た取組を行おうとする意識が高まっています。地区の居住環境の維持改善に向け

た土地、建物のルールづくりや自主的な地区の維持管理活動等、地区の課題や魅

力づくりに対する市民の関心は広がっており、市民主体のまちづくりを支援する

ための根拠となる法令の整備が求められてきました。

そこで、川崎市では市民発意のまちづくりを推進するため、地区のまちづく

りの組織を制度として位置付けるとともに、既存の制度を補完し、地区の実情や

ニーズに応じたまちづくりの制度を選択・活用できる仕組みとして、平成２１年

１２月に「地区まちづくり育成条例」を制定し、平成２２年４月より制度が

スタートしました。

本マニュアルでは、「地区まちづくり育成条例」制度を活用するにあたって、

市民のみなさんがどのように地区まちづくりを進めていけばよいのかを３つの

ステップに分け、ステップごとに行うべき活動や手続きを解説しています。市民

のみなさんが自主的なまちづくり活動を行う際にご活用ください。
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